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山
口
県
告
示
第
百
四
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七

路

線

名

大
島
環
状

道
路
の
区
域

区
大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
出
井
字
寺

八
九
の
一
地
先
か
ら

同
郡

同
町
大
字
家
房
字
横
山
二
四

の
一
地
先
ま
で

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
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す
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平
成
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十
七
年
四
月
十
七
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路
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種
類

県
道

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七

名

称

下
関
市
立
市
民
病
院

下

山
口
県
告
示
第
百
四
十
八
号

山
口

律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二

十
七
年
四
月
十
七
日
か
ら
一
月
間

。日 線間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

田
六

旧

最
狭

五
・
二

最
広

一
八
・
〇

六
四

新

最
狭

一
二
・
八

最
広

三
〇
・
〇

律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
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第
一

十
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月
十
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か
ら
一
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間
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山
口
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市
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一
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一
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知
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岡
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政

項
の
規
定
に
よ
り
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次
の
と
お
り

山
口
県
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木
建
築
部
道
路
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備
課

延

長

（
メ
ー
ト
ル
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備

考
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三
〇
四
・
〇
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三
〇
九
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工
事
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に
よ
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。

項
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規
定
に
よ
り
、
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お
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山
口
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木
建
築
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道
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整
備
課

県
知
事

村

岡

嗣

政

県
知
事

村

岡

嗣

政

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期

平
成
三
〇
、

三
、
三
一

道に 道に 限

告

示
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宅
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公
年
山表

棟
」

表
川

ら

第 号

路県大山

旗
岡
県
営
住
宅
の
項
中
「
二
号
棟

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
号
棟
及

東
深
川
県
営
住
宅

三
号
棟
及

周
南
県
営
住
宅
の
項
中

西
宇
部
県
営
住
宅

一
号
棟
か

東
岐
波
県
営
住
宅
の
項
中
「
六
号

よ
う
に
改
め
る
。

西
田
中
県
営
住
宅

棟
か
ら

営
住
宅
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項

口
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号
）
の

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

稗
田
県
営
住
宅
の
項
中
「
及
び
二

を
「
及
び

棟
」
に
改
め
、
同
表

中
東
部
県
営
住
宅
の
項
中
「
及
び

棟
ま
で
」
を
「
、

棟
及
び

棟

線
名

供

用

道

島
環
状
線

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字

同
郡

同
町
大
字
家
房
字

口
県
告
示
第
百
五
十
号

」
を
「
一
号
棟
及
び
二
号
棟
」

び
二
号
棟

び
四
号
棟

ら
三
号
棟
ま
で

棟
」
を
「
八
号
棟
」
に
改
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、

棟
ま
で

第
四
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

山
口
県
知

四
号
棟
」
を
「
か
ら
二
五
号
棟

綾
羅
木
県
営
住
宅
の
項
中
「

棟
」
を
「
、

棟
、

棟
及

」
に
改
め
、
同
表
西
宇
部
県
営

開

始

の

区

間

出
井
字
寺
田
六
八
九
の
一
地
先
か
ら

横
山
二
四
六
四
の
一
地
先
ま
で

に
改
め
、
同
表
東
深
川
県
営
住

〇
・
九
八

〇
・
九
一

一
・
〇
〇

同
表
西
田
中
県
営
住
宅
の
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を

〇
・
八
七

数
値
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す
る
告
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（
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成
九

。事

村

岡

嗣

政
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で
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、
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か
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を
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よ
う
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開
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日
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七
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四
月
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日

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

「
五
六
」
を
「
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四
」
に
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め

め
、
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表
旗
岡
県
営
住
宅
の
項

「
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七
〇
」
を
「
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一
〇
」
に

公

（
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一
八
）
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模
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店
舗

山
口
県
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五
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号

県
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造
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よ
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七
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「
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綾
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中
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一
号
棟

二
号
棟

「
一
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棟
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び
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号
棟

「

棟
か
ら

棟
ま
で

「
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か
ら
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ま
で

棟

営
住
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項
中

平
成
十
年
法
律
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十
一
号
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第

、
同
表
東
岐
波
県
営
住
宅
の
項
中

中
「
三
八
〇
」
を
「
四
一
〇
」
に

改
め
る
。

告

立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
年
山
口

日

山
口

二
七
五
」
を
「
二
五
五
」
に
、
「

「
一
五
二
」
を
「
一
二
八
」
に
改

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

「
二
五
〇
」
を
「
二
〇
〇
」
に

改
め
、
同
表
周
南
県
営
住
宅
の
項

よ
る
届
出

県
告
示
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一

県
知
事

村

岡

嗣

政

二
三
六
」
を
「
二
六
六
」
に
改
め

め
、
同
表
西
宇
部
県
営
住
宅
の
項

〇
・
七
七

〇
・
七
二

」
を

〇
・
七
七

」
に
改
め
る
。

〇
・
八
三
」
を

〇
・
八
三

〇
・
八
八

」
に
改
め
、
同
表
若
山

二

の 改中 部、中 県

公

告
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ら

い
て

山 口 県

四五

（定期）報

二
株

三

第 号

と
お当

部
商

一

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

一
九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

同
年
八
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
山

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

の
住
所

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
住
所

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日

名

称

ク
ス
リ
岩
崎
チ
ェ
ー

所
在
地

光
市
大
字
小
周
防
一

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
岩
崎
宏
健
堂

周
南

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

政
課
及
び
光
市
経
済
部
商
工
観
光

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

山
口
県
知

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び

周
南
市
福
川
三
丁
目
一
八
番
二
二

号

周五

ン
光
小
周
防
店

六
五
〇
の
一

代
表
者
の
氏
名

住市
下
一
の
井
手
五
六
三
六
の
五

変

更

前

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

十
七
日
か
ら
同
年
八
月
十
七
日

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

山
口
県
知

在
地

事

村

岡

嗣

政

届
出

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

、
平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

光
市
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お

南
市
下
一
の
井
手
五
六
三
六
の

所

代
表
者
の
氏
名

冨
永

幸
朗

変

更

後

が
あ
り
ま
し
た
。

ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

し
ま
す
。

事

村

岡

嗣

政

名

称

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
や
ま

ぐ
ち

か
ら
同
年
八
月
十
七
日
ま
で
の

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ク
ス
リ
岩
崎

所
在
地

山
口
市
桜
畠

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日

（
一
二
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と

で
き
る
時
間
帯

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ク
ス
リ
岩
崎

所
在
地

光
市
大
字
小

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
岩
崎
宏
健
堂

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

住

山
口
市
小
郡
上
郷
九
〇
一
の
二

間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課

し
ま
す
。

日

山
口

及
び
所
在
地

チ
ェ
ー
ン
山
口
北
店

二
丁
目
二
三
一
〇

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

立
地
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附

に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

変

更

前

業

午
後
八
時

が

午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時
三
〇

ま
で

一
日

及
び
所
在
地

チ
ェ
ー
ン
光
小
周
防
店

周
防
一
六
五
〇
の
一

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

周
南
市
下
一
の
井
手
五
六
三
六

三

所

代
表
者
の
氏

一

岡
崎

悟

及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
商
工
振

県
知
事

村

岡

嗣

政

定
に
よ
る
届
出

則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

類
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
十
七

変

更

後

午
後
九
時

分

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
三
〇
分

ま
で 所

代
表
者
の
氏

の
五

冨
永

幸
朗

名 興 、日 名
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一二三

山 口

一二三

（定期）県 報

五（
一測

国
土

第 号

三四

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
国
土
広
域
情
報
修
正

作
業
の
地
域

山
口
県
全
域

作
業
の
期
間

平
成
二
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
平

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
電
子
国
土
基
本
図

作
業
の
地
域

山
口
県
全
域

作
業
の
期
間

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日

二
一
）
基
本
測
量
の
実
施
の
終
了

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

届
出
年
月
日

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま

測
量
）

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま

山
口
県
知

（
地
図
情
報
）
修
正
測
量
）

八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項

測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の

変

更

前

午
後
八
時

午

午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時
三
〇
分

ま
で

午までで 事

村

岡

嗣

政

の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

変

更

後

後
九
時

前
九
時
か
ら
午
後
九
時
三
〇
分

で

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規

に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送

二

作
業
の
地
域

下
関
市
入
江
町
、
上
田
中

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
五

（
一
二
四
）
周
南
都
市
計
画
通

周
南
市
か
ら
都
市
計
画
法
（

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量

二

作
業
の
地
域

山
口
市
及
び
防
府
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二

（
一
二
三
）
公
共
測
量
の
実
施

（
一
二
二
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土

公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七

一

作
業
の
種
類

定
に
よ
る
周
南
都
市
計
画
通
路
の

付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十

町
六
丁
目
、
岬
之
町
、
丸
山
町
一

日
か
ら
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十

路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

地
方
法
務
局
長
か
ら
次
の
と
お
り

日

山
口

） 及
び
水
準
測
量
）

十
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
二

の
終
了

の
終
了

律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
山
口
河

旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

日

山
口

変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

丁
目
及
び
丸
山
町
二
丁
目

七
日
ま
で

縦
覧

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨

県
知
事

村

岡

嗣

政

十
五
日
ま
で

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

川
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お

県
知
事

村

岡

嗣

政

四

項同 す 条の 条り



平成

一二

年 月 日 金曜日

（
一周

る
同

項
に

同
法

山 口 県

一二

（定期）報

（
一周

る
同

に
規

法
第

第 号

法
第

一二

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

周
南
都
市
計
画
火
葬
場
一
大
津
島

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

二
六
）
周
南
都
市
計
画
火
葬
場
の

南
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

周
南
都
市
計
画
市
場
二
富
田
漁
業

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

二
五
）
周
南
都
市
計
画
市
場
の
変

南
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

周
南
都
市
計
画
通
路
三
百
一
徳
山

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

火
葬
場

場
所

変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦

十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十

る
周
南
都
市
計
画
火
葬
場
の
変

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一

き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の

山
口
県
知

山
口
県
知

協
同
組
合
共
同
販
売
所

場
所

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十

る
周
南
都
市
計
画
市
場
の
変
更

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条

、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と

、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と

山
口
県
知

駅
南
北
自
由
通
路

場
所

覧一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

村

岡

嗣

政

事

村

岡

嗣

政

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

村

岡

嗣

政

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

五



平
成
二

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日
印
刷

十
七
年
四
月
十
七
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


